
〔承前〕

当該期を通じて，法人反対派は，実業法人に

ついて，法人化された諸都市と同様に，多数を

犠牲に少数の者に特権を与えたという理由で，

貴族制的でそれゆえ反共和主義的なものと特徴

づけた。法人批判者たちは，諸州の権利規定

state bills of rightsにあった次のような諸条項

を引きあいに出した。それは，政府が「人々，

国民，あるいはコミュニティの共通の恩恵，保

護，安全」のために設けられたという条項であ

り，また1776年のヴァージニア州権利規定に

述べられた，「排他的な，あるいはコミュニテ

ィから乖離した報酬，手当，特典を得る資格を

有する人間や集団は存在しない。ただし，公共

サーヴィスという点から考慮した場合この限り

ではない。その際そうした特権は，継承される

ものでもなければ，行政官，議員ないし判事と

いった公職にある者たちによって相続されるべ

きものでもない」という条項であった。そのよ

うな諸条項は一般的には，法人化に対して与え

られる法的諸特権と相続規定とを結びつけて考

えており，それは1776年に法的に断固として

拒否されてきていた44）。彼ら批判者たちはまた，

法人を利用することが公的利益に資すると思わ

れる場合のみに限って国王が排他的特権を法人

に対して与えることができる，と主張したイギ

リスにおける反独占の伝統―少なくともエリ

ザベス一世の治世にさかのぼる―をも利用し

た。そうした反独占の要求は，ダーシィ対アレ

ン裁判（1602年）といった諸訴訟〔判例〕や

独占法Statute of Monopolies（1624年）とと

もに，イギリス法の確固たる部分となっていっ

た。イギリスの脈絡においては，排他的特権の

享受者は「貴族的」であるとして非難されるこ

とはなかった。そのような非難はアメリカ的な

ものであって，そこに顕れていたのは，イギリ

スの反独占の伝統とアメリカ独自の共和主義と

の融合であった45）。

法人が貴族制的な制度であるという反対論に

とりわけ長く直面したのは，その特権が尋常で

はなく，またその公的サーヴィスがあやしげな

ものであった時であった。たとえば，ペンシル

ヴァニア州議会が北アメリカ銀行を法人化し

て，それを「恒久的」に拡張した1782年の簡

潔な公文書は，議会が法人認許状の修正権限を
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確保することを阻んだだけでなく，かのような

自己永続的法人の限られた構成員に対して

1000万ドルまでの不動産および動産を保有す

ることを許し，また独立戦争終結にいたるまで

同銀行が銀行業において独占を行使することを

許した。同銀行が発行した株式はごく限られた

量であったため，その実質的配当は一握りの裕

福な男たちをよりいっそう裕福にせしめた。反

対者たちは，それが「ほかでもない強欲の原則」

に基づいており，「いかなる者に対しても固有

の特権を授与することを認めていない」とした

同州の共和主義的憲法とは相容れないものであ

ると非難した46）。

同様の反対は，有用工業設置協会（SUM:

Society for Useful Manufacture）に対しても叫

ばれた。SUMは，ニュージャージー州パター

ソンに巨大繊維工場を建設することを計画して

いた。1791年に，SUMは，州からの設立認許

状を受け取ったが，それは恒久的な存続を認め，

議会が認許状を修正ないし無効化する権限を保

有しないという条項を含み，同法人に対して

4000万ドルの資産保有を許し，その従業員に

対して課税や侵略時以外の兵役義務などを免除

した。それはまた，SUMに対して，公営宝く

じを通じて資金を調達することを許した。そし

て，水路を開放してきれいにし，物品や原料を

輸送するための運河を私有の土地や資材を利用

して構築し，他の者たちによるこれら施設の利

用に対して使用料を課すことをも許可した。批

判派にとってほとんど余分な刺激であったの

は，SUMの設立認許状―財務長官であった

アレクサンダー・ハミルトン Alexander

Hamiltonからの支援で守られていた―が将

来的にパターソンの町を法人化することを考慮

に入れていたということであった47）。

SUMに対して起きた抗議の大半は，労働者，

原材料資源，市場をめぐっての競争を怖れてい

た人々からのものであった。「直ちに関心を寄

せた……製造業者たちが」警戒した「だけでな

く」，「平等な自由の支持者たちもまた」そうし

た「排他的諸特権をもった法人」のなかに，彼

ら皆の「座右の銘であった共和主義の原則」

―とりわけ，「自由政府の市民は，社会から

得られた諸利益を平等に分かち合い，かつ社会

が課す負担を平等に担うべきである」という原

則―が「踏みにじられている」と見て取った。

そのような法人化はまた，すでに裕福である

人々に利するものであって，ペンシルヴァニア

州のジョージ・ローガン George Logan が述べ

たように，彼らを「階級へと」まとめあげ，

「名誉および政治的優遇」をともなった自然的

かつ「不可避的な，運命の不平等」を人為的に

強化するものであった48）。

同様の異論は，銀行の設立認許状に対しても

適用された。それは，ウィリアム・フィンドリ

ィ William Findleyが1786年のペンシルヴァ

ニアでの論議において観察したように，「他な

らぬ裕福な男たちこそが銀行家になるだけの金

銭的余裕を持つ」という理由からであった。さ

らに，いくつかの銀行は，「もっとも莫大な独

占を形成する」優遇を受けていた。マサチュー

セッツ銀行は，法務長官であったジェイムズ・

サリヴァン James Sullivanが『富者への道 The

Path to Riches』（1792年）において説明した

ように，その資産価値を超過して公債と紙幣を

発行することができた。その結果，同銀行はそ

の資産で，法によって規定された限界であった

6％を超えた高率の利益を得た。しかし，銀行

の設立認許状に対する非難では，SUMへの反

対キャンペーンと同様に，かなり幅広い妥当性
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をもった原理が申し立てられた。「法が一人の

人間ないし集団に対して，資産を取得するため

の排他的な権利を与えるとき，あるいは彼ない

し彼らの才能を伸ばすために，誰に対しても与

えられている以上により大きく，より優遇的な

機会を与えるとき，これらのときにはいつでも，

そこにはまさに不満の種が存在する」，とサリ

ヴァンは明言した49）。本質的に，同様の主張は，

「金銭上の利潤を目当てとするあらゆる法人化

の行為は，……大多数の人々が行使し得ない特

権を……もたらす」と1827年に観察したある

ニューヨーク州民によって，また19世紀マサ

チューセッツ州において法人に対する容赦のな

い批判者であったロバート・ラントウル二世

Robert Rantoul, Jr. によって，また1813年に

ペンシルヴァニア州知事サイモン・スナイダー

Simon Snyder によって，また1847年に前出の

シュンクによって，そして，実にここかしこの

反チャーター派の代弁者たちによって繰り返さ

れた。アンドルー・ジャクソン Andrew

Jackson大統領の1832年の銀行拒否通告書は，

公衆を犠牲に授与された独占および排他的諸特

権に対して彼ら公衆が「適正に相当するもの」

を受け取ること，そしてアメリカ政府が「あら

ゆる階級の人たちに，また貧富の別なくその恩

恵を施す」ことを主張しつつも，単純には，

1780年代以来のアメリカの反チャーター・ド

クトリンの本質的部分をなしてきた諸原則を再

度述べたものであった50）。

法人批判者たちはまた，都市自治法人の創出

についてと同様に，実業法人の創出についても

批判を加えた。その理由は，それが本来的な主

権を〔特定の〕諸個人に対して授与することを

含意しており，そのことによって人民の権力権

限を減じたというものであった。法人化によっ

て与えられた〔法人の〕自己統治権限は，法人

をそうした反対に直面させることとなった。法

人は，州の権限であった土地収用権 eminent

domainの授与といったいくつかの公的権限を

追加的に受け取り，より強大な力をもつように

なっていた。1785年のある新聞の論説は，北

アメリカ銀行を「政治上の過ち，政府内政府」

の一例として描きだした。1802年にサリヴァ

ンは，「法人の利害が非常に多種雑多に創出さ

れることは……ただちに政府の諸権限を弱める

性向を帯びるにちがいない」と冷静に注記した。

35年後，1837－38年のペンシルヴァニア州憲

法制定会議に出席した反チャーター派の代表

は，「一法人に対して与えられる権限がどのよ

うなものであれ，それはコミュニティの大多数

が保有する本源的権限の減損であり，州から奪

取されたまさに多大な権限なのである」と宣言

した。そうした危険は法人の数とともに増大し

た。1827年までに，マサチューセッツ州知事

であったレヴィ・リンカーン Levi Lincolnは，

「政府は気前よく，かつ不注意に私的法人を乗

数的に増加させ，まさに州の主権が影しか残ら

なくなるまで，それら法人に対して無制限に特

権を付与するであろう」と懸念を表明した51）。

ダートマス大学対ウッドワード裁判での判決

〔1818年〕は，教育目的・慈善目的・実業目的

の結社の法人化を，議会が当該法人からの同意

なしには変更ないし廃止しえない契約と定義す

ることでこの問題を解決した（この立場は，

1780年代に北アメリカ銀行の擁護者たちによ

ってすでに取られていた）。しかし，そうした

法人が議会の統制を超えた時，ある批判者が注

記したように，それらは「私たちの諸制度が忌

み嫌う」「私的独占体かつ永続物」となったの

である52）。
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法人はまた，その批判者たちがアメリカ流

「分配法則」と呼んだものを出し抜くことで，

富の不適切な分配を促進したとして非難され

た。こうした論調は，18世紀にその屈強な根

があった。シュンクが説明したように，アメリ

カ建国の父祖たちは「富の永続的貴族制」を回

避するために，「長子相続権の諸法を破棄し，

私たちなりの，無遺言の不動産相続 descentお

よび分配についての公平な諸法を必要とし，制

定した」。実際，それらは，無遺言の死去の場

合に限ってのみ分割可能な相続財産を命じるも

のであった。にもかかわらず，傑出した法学者

であったストーリィでさえもその昔，「無遺言

の不動産相続および分配についての私たちの

法」を「唯一真理で正当性のある土地分配法」

と描写した。そして，それによって富が「家系

を永続的に区分するもの」となるのを防止する

と述べた。富者が「亡くなる」時，「その子供

たちが遺産を分割し，一生涯にわたって事業お

よび実業に傾けられた苦労と勤勉さによって築

き上げられたもの全体が，静かにかつ控えめに」

解体された。シュンクが描写したように，資産

保有におけるこの周期的な「革命」は，資産を

分割しただけでなく，それを「流通」させ，そ

れゆえ「勤勉な者や仕事のできる者は……独立

した人間として，死や事故，あるいは乱費によ

ってその所有権が変わるまで，……自らの取り

分を確保する」のであった。しかし，法人は決

して死に絶えることはなかったために，世代を

経るにつれてその資産を保持し，かつ蓄積し続

けることが可能であった53）。

法人反対派のなかには，あらゆる法人を平等

に批判の対象とするかどうかについて見解の相

違があった。たとえば，リンカーンもまた，法

人がアメリカ流の「分配法規」から特権的に忌

避した点に，アメリカ国家の「政治的基礎構造」

に対する脅威を見て取っていた。しかし，彼は

慈善ないし教育といった目的から形成された法

人にとくに関心を寄せていた。そうした法人の

残された資産は，「個人的な統制からは遮断さ

れ，譲渡可能な富の大半からは控除され，……

その当該法人が元来運命付けられていた目的や

目標に対してのみ適用されるよう，永久に保持

される」。ハーヴァード大学やその他の類似す

る「死手譲渡〔永代所有〕の諸機関 mortmain

institutions」は，それらの資産が「私たちの

分配法規」から影響を受けなかったことから，

しばしば非難の対象にされた54）。実業法人〔＝

企業〕は実際には，さほど危険ではなかったよ

うである。というのも，それらが発行していた

株式は，その所有者が亡くなると，その相続人

の間で分配されるか，あるいは市場へと戻され

たからである。しかし，シュンクやマサチュー

セッツ州知事マーカス・モートン Marcus

Mortonといった幾人かの反チャーター派の指

導者たちは，そのような法人の継続性が定款

〔チャーター，設立認許状〕によって制限され

ないのならば，それら法人は「永遠に生きのび

る」ことが可能であろうし，また「こうして永

続的な相続のなかにおいて保有される」それら

の資産が「私たちの分配法規の十分な施行のも

とにおかれる」ことは決してありえないであろ

う，と主張した。それゆえ，「資産の保有およ

び管理を目的とする法人」はすべて，私たちの

法精神および私たちの政府の特質とは調和しな

い一種の死手譲渡〔永代所有〕を含んでいると

し，これに対して「相続人限定〔世襲財産〕の

禁止と公平な資産分配」が求められた55）。

法人の手の内に囲い込まれた富の問題は，法

人の数が乗数的に増加するにつれて悪化してい
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った。いかなるものであれ一法人がその定款

〔設立認許状〕の条項の下で法的に保有可能な

資産は，小規模なものになったようである。た

とえば，その法人化が1827年にリンカーン知

事からの感情的な拒否通告書を引き起こしたマ

サチューセッツ州セイレムのモーツァルト・ア

ソシエイションは，動産およびより流動的な資

産を各々10,000ドルだけ保有することが正式に

認可されていた。しかし，かりに認許状によっ

て設立された数千もの法人が法的に蓄積可能な

資産価値を総計し，そしてまたかりに，リンカ

ーンが述べたように，それらの法人がその正式

に認可された資産の全部門を実際に保有するも

のとすれば，法人数の乗数的増加は，アメリカ

の資産が個人所有から法人所有へと大きく変化

したことを含意していた。リンカーンの推計に

よれば，マサチューセッツ州は過去５年の間に

「集合法人機関」に対して3000万ドル以上の資

産，すなわち同州の課税対象資産の約５分の１

を保有することを正式に認可してきており，彼

は地元の音楽団体の氾濫でこの問題をさらに悪

化させるつもりはなかった56）。そうした憂慮は

ペンシルヴァニア州でも共通していた。同州で

は，1837－38年の州憲法制定会議が要求した

データによれば，独立革命から1837年までの

間に州議会によって設立認許状を与えられた

1142の法人に対して，およそ158,453,550ドル

の資本金，75,450エーカーの土地保有が正式に

認可されていた57）。

この問題に直面したのは，何もアメリカ人が

最初ではなかった。死手譲渡に関する元来のイ

ギリス法は，ジェイムズ・ケントが思い起こし

ていたように，「聖職者たちがすべての王領の

永代所有権―決して死に絶えることなく，永

遠に手中に収めておくこと―に専心し，そし

てそれによって公的批判や封建領主からの批判

を避けようとするのを監督」しようとした。そ

うした目的から，イギリス法は教会に対する資

産の授与を制限していた。そして，リチャード

二世の治世においては，法人化された都市や自

治都市〔特権都市〕，ギルドやその他類似する

諸組織に対しても同様の制限が課され始めた。

1783年という早い時期に，アメリカの反チャ

ーター派のある論者が，1736年に制定された

死手譲渡に関するイギリス法の追加条項「法人

が土地や資産を新規ないし追加購入する資格を

全般的に剥奪する」を引用しながら，フィラデ

ルフィア市を再び法人化する法案―それは法

人の土地保有に対して何らの抑制もなかった

―を非難した。その論者は，かりにそうした

制限がイングランドにおいて「分別のあるもの

で，かつ適切なもの」であったのならば，それ

らはとりもなおさずアメリカ合衆国においても

よりいっそう「分別あるもので，かつ適合可能

なもの」となろう，と主張した58）。

しかし，アメリカ人は，法人による資産の蓄

積に対して，イギリスの死手譲渡関連法を促し

てきた事柄とは別のいくつかの理由から反対し

た。彼らが憂慮していたのは，税収入を保護す

ることでも，裕福な臣民の死に際して王が要求

したその他の義務でもなかった。彼らは，死手

譲渡の諸機関が資本の流動性を削ぐという傾向

性を，またそれゆえ将来の諸世代において実業

や事業を行う大多数の諸個人が利用可能な資本

を減じるという傾向性を憂慮していた。さらに

は，法人による不動産の蓄積は，そう遠くない

時期に，「これまで大地にこだわって」やって

きた「高い志をもった独立の自作農民」―彼

らは商業発展を支持する数多くの者たちにとっ

てでさえ，共和政体の本質をなすものでありつ
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づけていた―に取って代わって，つつましく

従属的な借地人たちや法人の借地人たちが土地

を活用するようになるだろう，ということを示

唆していた。結局のところ，「個人の所有に対

しての，法人からの非道で不寛容な圧力」は，

自然法に基づいて資産を享有する本来的な権利

をもっていた人々に資産を返還するという手段

での法の暴力的な介入か，あるいは革命によっ

てのみ緩和されるであろう，とリンカーンは予

言した59）。

法人はまた，公的および私的腐敗の源泉であ

るとして非難された。「法律の運用の不平等性

によって」，ある特定の人々が「富を蓄積し，

比類のないほど豪奢に暮らせた」といった実例

は，それ以外の人々の「嫉妬心」をあおり，そ

して彼らが生産的な職をやめて，より儲けが多

く時には投機的でもあるような仕事に就くよう

そそのかし，彼らの品性を腐敗させるのである。

突如として，単に「生活に困らないだけの収入」

―それによって一個人が本人およびその家族

を質素ながらも快適に扶養しうる―をもつこ

とが，「自由で平等な政府においては明白に誤

っている」ものとされていた「劣等」および

「相対的な貧困」の指標となった。こうした反

対論は，サリヴァンがその著『富者への道』に

おいて提起したものであったが，それは決定的

に18世紀的なものであるかように見える。し

かし，同様の所感は，1837－38年のペンシル

ヴァニア州憲法制定会議で，チャールズ・イン

ガーソルCharles Ingersollもまた表明してい

た。彼は，法人，とりわけ「銀行支配 bank

dominion」に対する批判者であった。彼はそ

うした銀行が当時，人々をその時間の大半を費

やしてその他の大言壮語する者たちと同様の暮

らしをしようと懸命になって精一杯努力させ，

当時としては法外であったような贅沢を享楽す

る方向へと導き，それによって過度の浪費を刺

激したと非難した。こうした主張は，1840年

にマサチューセッツ州知事モートンによって繰

り返された60）。

法人が政治システムを腐敗させるといった非

難は，第二合衆国銀行がその設立認許状を更新

しようと努力して下院議員たちに実質的便宜を

与えて以後の1830年代の間にありふれたもの

となった。しかし，その半世紀前に，北アメリ

カ銀行という「政治的怪物」に対する反対者た

ちはすでに，「その銀行の富と影響力が政府に

とって危険なものとなるかもしれない」という

ことを認識していた。その危険を回避すること

は，実質的資産をもった諸個人の諸結社が利益

を獲得するその有利な立場を議員から保護しう

る限り困難であった。19世紀中葉までには，

反チャーター・ドクトリンの賛同者たちは，法

人の腐敗が実際のものとなってきたことを宣言

した。彼らが言うには，法人は「私たちの裁判

官を裁定し，私たちの知事を支配し，……彼ら

が私たちの議会に対して法を押し付けている」

のであった。要するに，法人は「私たちの支配

者」となっていた61）。

最後に，批判者らは，法人が，個人所有の会

社や合名会社に比して経済発展をさほど効率的

に促進しなかったと論じた。ジョージ・ローガ

ンが1792年にSUMに対して広範な非難を行う

際に説明したように，法人は「利害のない代理

人」によって運営されており，彼ら代理人は俸

給を受けた被雇用者であり，その働きには，事

業を所有し運営する者たち―彼らは自らおよ

びその家族の「生活をその〔事業の〕成功に掛

けていた」―に比べて，さほど知性も献身も

伴うものではなかった。そうした主張（それは
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スミスの『国富論』においても見受けられた）

は，ペンシルヴァニア州での反チャーター・ド

クトリンの根本的部分でありつづけた。同州で

は，私的に所有され運営された非法人による実

業がマサチューセッツ州よりも一般的であり，

それはとくに鉱業および製造業において顕著で

あった。同様の主張はまた，モートンによって

も，マサチューセッツ州が内陸交通手段改善の

諸計画についてその所有および開発を引き受け

るという提案への反対のために持ち出された。

モートンの弁によれば，州が「個人の賢明さや

勤勉さと競り合うことは……決して」ありえな

いことなのであった62）。

マサチューセッツ州は運河やその他事業形態

を州が所有することに対して抵抗したが，他の

諸州は屈した。それら諸州は，ニューヨーク州

のエリー運河の成功の再来を望み，すべての市

民がそうした内陸交通手段改善がもたらす機会

と恩恵とに平等にあずかるべきであるという旧

態の共和主義的主張に従った。しかし，19世

紀中葉までには，現実の破綻ないし破綻の脅威

から多くの州がマサチューセッツ州の模範に従

って，開発のコストと潜在的利益とを私的法人

に対して委託することとなった63）。さらには，

法人に対する恐怖を緩和するために，結局は，

法人が比較的効率的であるという主張までもが

用いられることがあった。こうして，マサチュ

ーセッツ州のウィリアム・ソーデン・ハスティ

ングスWilliam Soden Hastingsは，次のよう

に論じた。すなわち，法人は，「自己資本をも

とに自ら働いて，自らの事業を指揮監督する個

人」が所有するといった事業に比してさほど利

益がある訳でもなく，また効率的でもないがゆ

えに，法人は決して「小規模の製造業者」に取

って代わりえないし，「またあるいは……並程

度の自己資本をもつ，熟練技術を有する個人が

占めていたかもしれなかった，あるいは占めて

いたであろう場所を埋める」ということもあり

えない，と64）。

法人は潜在的に，諸個人の力量を超えたプロ

ジェクトに適していた。そして，資本集約的な

事業の機会が増加するにつれ，法人の数は増大

していった。しかし，法人の急増は反チャータ

ー・ドクトリンの失敗を必ずしも特徴づけるも

のではなかった。反チャーター・ドクトリンが

掲げた目標とそれが与えたインパクトは，こう

したハーツ流の見出しが示唆する以上に複雑で

あった。

Ⅳ

反チャーターの主張は，すべての法人に対し

て例外なく適用されるかのように，度々述べら

れたが，実際のところ，法人に対する反対はた

いてい，いくつかの法人にもっぱら集中してい

た。北アメリカ銀行やフィラデルフィア市再法

人化に対する反対運動を行ったペンシルヴァニ

ア州の議員たちでさえ，ある一議員が1786年

に述べたように，「半ダースから20人ほどの，

何らかの目的から法人を設立しようとした

人々」に対して「日々」授与される設立認許状

については反対しなかった。同様に，1792年

には，ジェイムズ・サリヴァンは，銀行の法人

化と，彼が異議なしと宣告した「架橋や運河開

通のための」法人化とを慎重に区別した。銀行

はたぶんに，他のいかなる種類の法人よりもし

ばしば執拗に激しく非難された。しかし，1853

年のマサチューセッツ州憲法制定会議への一代

表者で，「実業的性格」の法人に対して修辞を

尽くして激しく非難した人物が取った立場を考
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慮してみよう。その人物は，一見して彼の批判

からは免れていた，実業以外を目的とする法人

のなかに，鉄道，保険会社，銀行を含めていた

のである！65）

それらの激しい非難は対象を選んでのもので

あったことから，反チャーター派の代弁者たち

は偽善を感じることなしに法人に参加すること

ができた。たとえば，マサチューセッツ州では，

サリヴァンや急進的であったロバート・ラント

ウル二世さえもが，いくつかの異なる実業法人

の活動的構成員であった66）。反チャーターの立

場の複雑さはまた，なぜ法人をめぐる立場上の

区分が厳格な党綱領に従うことがまれであった

のかを説明する一助となる。確かに，法人をも

っとも声高に批判したのは，民主党員であった

し，またそれ以前ではそのような政治的性向を

持つ人々であった。しかし，党派偏向的な州議

会の運営は，法人創出の速度に対してほとんど

影響を及ぼしてはいなかったようである。党派

に関係なく，議員たちは選挙区住民たちからの

法人化の申請を支持し，その見返りとして同僚

たちの得票を確実なものにした。そのような馴

れ合いが法人を乗数的に増加させ，その一方で

議員たちの間での反法人的修辞を抑制してきた

のである。公職にある者たちの間での反チャー

ター・ドクトリンのもっとも強力な賛同者は，

州のために最大限に尽力し，さほど地方の利害

関心に見向きしなかった州知事〔行政長〕たち

であるか，あるいは通常の立法権限を有してい

なかった諸州の憲法制定会議の代表者たちであ

ることがしばしばであった67）。

法人に対する見解についての政党間の相違を

明確にすることもまた困難であった。というの

も，実業法人の擁護者たちは，都市自治法人の

擁護者たちと同様に，彼らの反対者たちとも価

値観を共有し，また特定の設立認許状に関して

の彼ら反対者の留保条件をもしばしば共有して

いたからであった68）。しかし，1780年代から，

法人擁護派は，法人が本来的に貴族制的ないし

反共和主義的であるということを否定し，銀行

を含めいくつかの法人が共和政体にとりわけ十

分に適合すると主張した。半世紀後，マサチュ

ーセッツ州民主党員であったデイヴィッド・ヘ

ンショウDavid Henshawといった洞察力ある

法人批判者でさえも，ときには，法人支持者に

加わることもあった。その際，資産が広範に分

配された合衆国においては，これら機関〔＝法

人〕が「ヨーロッパにおいて大資本家たちが占

めていた場所を代わって占めている」がゆえに

「大いに有用である」と描写した。法人という

形態はまた「とりわけ，実業に際して小規模の

手段と限られた知識しかもっていない人々が利

益を得るために採用された」。こういった人々

は，彼らの資産をプールすることによって，

「有能で裕福な者たちとの公正かつ安全な競争

を始める」ことが可能になった。それゆえ，法

人の普及は，共和政体の「ごく微小の部門

minute division」と資産の全般的分配とを反

映しており，「小規模の手段しかもたない人々」

が法人以外の手段でもってしては企て得ない事

業に乗り出すことを可能にした。さらには，法

人が手中にした莫大な富は，「個人が一手に，

個人のもとでの独占的統制によるよりも，より

安全で，私たちの統治精神とより調和する」に

違いなかった69）。しかし法人に対しては，確実

に「そのなしうる多大な公的および私的善を生

み出せるように賢明な指揮監督がなされ，かつ

それらがしばしば自己流の利害観にとらわれが

ちとなる……その権限内において，公的および

私的害悪を与えないよう抑制する」には，法人
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が「法的に認可」され，「また適切に規制」さ

れる必要があった。そうした規制の必要性に関

しては，法人の批判者たちと擁護者たちは一般

に意見が一致していた。とはいえ，どのような

制約が要されるのか，そして諸制限の賦課を議

員立法とするべきか，あるいは憲法命令とする

べきかについて，彼らの間にはしばしば相違が

見られたのだが70）。

反チャーター派の代弁者たちに顕著であった

のは，とりわけ，認許状の授与・企画のための

規則一式を主張したその熱意であった。彼らの

主張した規則は，諸州で続々と実質的に規格化

されていったかのようである。彼らが言うには，

州議会が法人を創出しなければならないのは，

個々人の力能を超えた仕方で公的福祉に奉仕す

るために必要とされる場合のみであった。法人

の広範な普及を減じるために，彼らはときおり，

1821年ニューヨーク州憲法にあった，法人創

出ないし認許状更新に対して両院議会の３分の

２の得票を要求するといったような規定に対し

て賛成したりもした。〔それらの条項によれば，〕

設立認許状は，その継続性に関して制限を課さ

れるか，あるいはさもなければ，認許状を修正

ないし破棄する権限を議会に明示的に残してお

かなければならなかった。また認許状において

は，法人の活動領域と保有可能な資産総額とが

明確に限定されなければならなかった。さらに

は，可能な限りにおいて，法人に対して，限定

的流動性といった諸個人や非法人がもたない諸

特権を与えられることのないようにしなければ

ならなかった。〔法人による〕公共サーヴィス

でさえも，19世紀中葉までにその法的特権が

独占―この言葉はあらゆる者に対して開かれ

ていないあらゆる利得を含意するようになって

いた―の一形態として頻繁に描写されるよう

になり，法人の特権を正当化するものとはなら

なくなってきた71）。最後に，反チャーター・ド

クトリンの賛同者たちは，実業会社の法人化の

ための一般法の支持者となった。そのようなこ

とは，ハーツが決めてかかっていたように彼ら

が法人の正当性を否定していたとすれば，あり

えなかったことであろう。法人設立の諸条項が

規格化され，そして法人化が官僚的手続きとし

て執り行われることで，そうした法律はたぶん

に特別の優遇的権限を弱め，法人化の恩恵をよ

り一般的に利用可能なものにした。さらに，設

立認許状を授与する責任を議会から切り離した

ことによって，法人化一般法は，政治的腐敗の

主要な原因を取り除くものと見込まれ，議員た

ちがより広範な公共的関心についての諸法案に

より多くの時間を費やすことを可能にしたので

あった。

いくつかの州は南北戦争以前に，これらの見

込まれていた恩恵を実現することなしに，実業

会社のための法人化に関する一般法を可決し

た。法人化の申請者たちは，部分的には19世

紀の法人化一般法が課していた諸制限を回避す

るために，議会による特別の設立認許状を求め

続けていた。しかしそれだけでなく，思うにそ

の理由は，特別認許状の取得ということがとり

わけ名声のあるものであったからであろう。さ

らに，議会は19世紀の終わりごろまでにこう

した特別認許状を大量に授与する意向であっ

た。19世紀末には，州憲法の修正条項によっ

て，一般法のもとでの法人化を除くあらゆる法

人化が禁止され，それゆえ特別認許状の時代に

ついに終止符がうたれたのであった72）。

反チャーター・ドクトリンのインパクトは，

それゆえ，創出された法人の数によってでだけ

でなく，進化を経てきた設立認許状の性格によ
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っても評価されなければならない。北アメリカ

銀行をめぐるペンシルヴァニア州の論争でさ

え，法人化対象に対する諸制限についての議論

が中心を占めていたのであり，同銀行の実際の

法人化は，ロバート・ブルンハウスRobert

Brunhouseによれば，当然実行されるものと

考えられていた。反チャーター派の代弁者たち

が求めていたのは，同銀行の設立認許状が7年

間の期限付きで交付されることであり，また議

会に対して認許状を修正・破棄する権限を残

し，同銀行の土地保有を制限することであった。

これらの要望が無視されたために，混迷の時期

が後続し，1785年には「急進的」議会が同銀

行の認許状を破棄するに至った。２年後の

1787年３月に，「保守的」議会は，「適切な規

制のもとにある銀行」が「州の商業や農業にと

って有用な」ものとなりうると述べ，その７年

前に反チャーター派が最初に提起したところ

の，継続性，活動領域，固定資産，土地保有に

関する一連の新たな「いくつかの限定や制約」

を加えて，同銀行を再法人化した。要するに，

北アメリカ銀行は，その批判者たちが要求した

ように「新たに形づくられ」，それゆえ，より

よく「この国の政府と調和するようになった」

のである73）。

その頃までには，銀行に対する批判者たちは，

さらなる変更，とりわけそのガヴァナンス〔統

治〕構造における諸変更に賛同するようになっ

ていた。たとえば，彼らが提案したのは，重役

たちを職務交替制の対象とすること，そしてす

べての株主が平等の評決権をもち，代理ではな

く本人が直接的に重役を選出することが許され

ることであった。あるいはまた，そうでなけれ

ば，彼らは小規模株主が大規模株主よりも有利

であるようなシステムのもとで法人投票権 cor-

porate voting rightが分配されることを提案し

た。北アメリカ銀行は株主たちにその保有株数

に応じた割合にしたがって投票させたために，

「少数の大株主たち」が自らを存続させること

を許し，また彼らの友人たちを在職させる権力

を与えたのだ，と反対者たちは非難した。イン

グランド銀行でさえ，そうした事態に対して

「500ポンドを持つ各所有者に一票を与え，ま

たどのような者に対してもそれ以上の票は与え

ないものとする」ことで備えていた。その他の

数多くのイギリス系法人は同様の仕方で投票権

を株主間で分配した74）。小規模の株主に少なく

とも一票を与え，かつ大規模株主たちの票に上

限を定めることによって，認許状〔定款〕は単

に「貴族制的」な権力を制限するだけでなく，

まさに法人の構造の内部で，その「巨大な影響

力と重大性」をチェックするものにもなりえた。

それは，ウィリアム・フィンドリィWilliam

Findleyが1785年のペンシルヴァニア州議会で

の論議において観察したように，別の諸社会で

は王・貴族・封建領主の家系のうちに見いださ

れたところの，法人権力に対する民主的な「平

衡錘」であった。こうしたイギリスの前例は，

アメリカ人の目的に十分に適っていて，不均等

な株主投票制度は，第一合衆国銀行の設立認許

状（1791年）と同様に，初期の数多くの州認

許状に取り入れられた。メリーランド州におい

ては，1784年から1818年の間に「認可された

実質上すべての認許状」が何らかのそうした条

項を含んでいた75）。そのような保護措置は，認

許状をいよいよ複雑なものにしていった。ニュ

ージャージー州が認可したSUMの認許状は，

かなりの批判を集めたものであったが，それで

さえも，株主に対してマネジメントの実質的諸

権限を与えるものとした長文の詳細な文書であ
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った76）。

法人に対する制限はときおり，他でもない特

定の法人形式に対してのみ課せられたか，ある

いは，それらは〔これまでのところ〕決して十

分に突き止められてきてはいないか，満足に説

明されてきてはいない不可解な変化の過程のな

かで破棄されることもあった。あるいはまた，

最初の実験的な諸革新は，マサチューセッツ州

における銀行認許状の初期的発展の道程におい

て取り入れられてきた。1792年に，マサチュ

ーセッツ州議会は単に，その８年前にマサチュ

ーセッツ銀行の創設を認可した「いくぶん粗雑

で未熟な」文書に対して新条項を追加した。そ

れから，議会は，同銀行が新しいユニオン銀行

を合併する際にさらなる諸制限を課し，その認

許状は，後続の銀行認許状をさらに精緻なもの

にする上で一つの模範となった。要するに，認

許状は存続期間を限定し，銀行の資産や活動を

制限し，それら銀行の内的統治を詳細に明示し，

たとえば，偏向的株主投票システムに権能を付

託した。銀行にはまた，その利潤から定期的に

配当を支給することが求められた。それは，

「分配法則」から切り離された資産の永続的蓄

積を防ごうとするものであった。これらおよび

その他の条項は，1829年一般銀行法に集約さ

れ，それ以後，同州議会によって法人化ないし

再法人化されたすべての銀行を制約することに

なった。同様の過程はその他の形式の法人の発

展を形づくった。それゆえに，1836年までに

は，同州は包括的な『現行制定法集 Revised

Statutes』を発行し，それは，図書館，文化会

館，銀行，保険業，製造業，そしてその他の形

式の諸法人についての諸章とも併せて，法人に

関連したパートを含み，と同時に，それとは別

のパート―第44章―では，これ以後のあ

らゆる法人化の立法が，「議会の随意による修

正，変更，あるいは無効の対象となる」ことが

言明された。それ以後，議会による設立認許状

は，その特徴として，法人化される当の集団に

特有ないくつかの条項を含むようになり，そし

て，その集団が『現行制定法集』中の妥当する

諸章に規定される対象となることを明確にし

た77）。

裁判所が下してきた一連の諸判決は設立認許

状の重大性を高めた。ダートマス大学訴訟の判

決では，「私的」法人の設立認許状が州によっ

て一方的に侵害ないし変更されえない契約であ

ることが主張された。それは，法人化の際に課

された諸制限を本来のままにしておくというこ

とである。というのも，それらの諸制限は，実

際的には本来の契約に備わる諸条項であったか

らである。一方，アメリカの法廷はしだいに，

「有限でない〔＝制限のない〕諸権限」を有す

る法人を否定するようになっていた。『アメリ

カン・ジュリスト』誌によれば，アメリカの法

廷は，イギリスのコモン・ロー〔慣習法〕のも

とでそのように主張しえたのであり，法人に対

して，「その認許状において明白に与えられて

いた，あるいは……それら法人が創出された有

用な諸目的を達成するために明らかに必要な」

諸権限のみを行使することを許した。南北戦争

の時までには，全国の裁判官たちが設立認許状

において明示された諸制限の範囲を越える「ウ

ルトラ・ヴァイレス〔能力外ないし目的外，権

限逸脱的 ultra vires〕」行為の法的無効性を言

明した78）。

19世紀の法人法における「ウルトラ・ヴァ

イレス・ドクトリン」の広範な利用は，憲法

constitutional law における司法審理〔違憲審

査 judicial review〕の確立に類似するものであ
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ったが，それはなぜなら次のようなもっともな

理由があったからである。すなわち，設立認許

状とコンスティテューション＝〔憲法，規約，

定款〕は，本質的に同じものと考えられていた

のである。フランシス・ライバー Francis

Lieber の『エンサイクロペディア・アメリカ

ーナ Encyclopaedia Americana』（1830年）の

中にある法人の定義によれば，「法人とはその

コンスティテューションの定める規則にしたが

って運営される……政治的ないし市民的な機関

である」。さらに，「すべてのアメリカの政府」

は「設立認許状，すなわち憲法によって創出さ

れる法人」であったし，また，その当の機関の

目標および権限についての諸限界の範囲内での

み「一法人として」活動することができた79）。

設立認許状と憲法との間の密接な関係性は，法

人の内的構造や権力のマネジメントをめぐって

の論議において，その論議が役職の輪番制とい

った具体的提案の場合であっても，州憲法や合

衆国憲法から先例を容易に引き出すことができ

たことを意味していた。しかし，その影響はま

た他の方向に向かうこともあった。都市自治法

人や実業法人の広範な支持母体を強調する主張

は，法人能力に関する州の資格要件 state

franchise requirementsをめぐる〔後世の〕激

論をいくぶん先取りしていたかのようである。

設立認許状と憲法との類似性は無論，植民地の

設立認許状が独立革命以後に起草した憲法と同

様の成文文書のもとで生活を営むという慣習を

始めさせたという事実をアメリカ人に想起させ

た。設立認許状が憲法に類似しているという特

性は，合衆国における法人の普及に一役買って

きたのかもしれない。いずれにせよ，1830年

の『アメリカン・ジュリスト』誌の一記事は，

法人に対するアメリカ人の実質上尽きることの

なかった熱狂を，「私たちの制度的特質」とし

て捉えた。成文の認許状において定義された法

人形態は，その「政治的統治体や都市自治政府

が法人的諸原理に基礎づけられている」国にお

いては違和感のない，おなじみのものであった

ようだ80）。

法人の設立認許状のなかで成文化された制限

や規制はときおり，とくに〔経済〕開発に熱心

であった州では無視されるか，あるいは，事業

にとってもっとも有利なように解釈された。そ

して，19世紀後半および20世紀初期において

は，そうした制限・規制条項の数多くが完全に

失われ，それとともに株主の諸権限が減じられ，

法人はしだいに自らの統治形態についての決定

権を手にするようになった81）。そうした法から

の「解放」の背後にあった諸力はすでにアンテ

ベリウム期のニュージャージー州において働い

ていた。同州はその初期から，当初は隣接する

諸州から実業を誘致するための，そして後には

企業が法人化のために州に支払う納付金を確保

するための努力の一環として，気前よく法人特

権を与えてきた。他の諸州で操業する企業の法

的行為能力 legal capacity が確立され，ニュー

ジャージー州などの州で法人化することのイン

センティヴが高まった。また，オーガスタ銀行

対アール Bank of Augusta v. Earle 訴訟にお

ける合衆国最高裁判所の判決（1939年）は，

そうした方向への重要な（とはいえ限定的なも

のであったが）一歩を踏み出すものであった82）。

旧い伝統の名残りは，それにもかかわらず，

大半の考察が示唆するところよりもはるかに長

く存続した。法人が公共善に奉仕しなければな

らないという想定は，ハンドリンやその他の者

たちによるそれとは逆の主張にもかかわらず，

1830年代にも生き延びていた83）。ダートマス大
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学訴訟におけるストーリィの見解は，いくつか

の法人を「私的」なものと呼んだが，それはそ

れら法人の資産が私的資源に由来していたから

であって，私的目的に奉仕していたからではな

かった。それゆえ彼の見解は，「私的」法人で

さえも公共機能に奉仕しなければならなかった

ことを決して否定するものではなかった84）。そ

れより後年の1875年になっても，ジョセフ・

アンゲル Joseph K. Angellとサムエル・エイ

ムス Samuel Ames による先駆的なアメリカ版

『私的法人集合の法に関する専門書 Treatise on

the Law of Private Corporation Aggregate』

の一改訂版（1832年版）は引き続き，若干の

公益事業立案の首尾よい促進が諸法人の目的で

あると記述していた。とはいえ，同書はまた，

1780－90年代のマサチューセッツ州の法人化

関連諸法のように，法人が公益のためと「同時

に，その構成員であった者たちの利得のために

創設される」こともあったとも述べていた85）。

革新主義期に関する歴史家であるリチャード・

エイブラムス Richard M. Abramsによれば，

法人はマサチューセッツ州では1900年以後に

なってようやく，「コミュニティに対して最小

限の義務しか負わない，公共サーヴィスのため

のというよりも，むしろおもに私的利潤のため

の」道具として認められた86）。

規制的な州認許状〔州憲章〕は，南北戦争後

に突如消失したわけではなかった。ホーウィッ

ツによれば，ニュージャージー州で可決された

放任主義的な1889年一般法人法は，同州に対

してその歳出支払いを法人からの納付金でまか

なうことを認めたものであったが，それはいく

つかの州の間で法人化の実務条件をめぐる競争

を導き，結局は法人を制限しようとした真摯な

努力を損なわせることとなった。デラウェア州

は，その旧態の規制的伝統を1899年になって

ようやく破棄し，と同時に，同州を法人化に前

向きな企業にとってのメッカへと変えた寛大な

法律を可決した。1902年になって，セオド

ア・ルーズヴェルトはマサチューセッツ州の法

人法を，アメリカが「トラスト問題」をいかに

して解決しうるかの模範であるとして賞賛し

た。しかし，その翌年，ベイ・ステイト〔マサ

チューセッツ州の異名〕は，他の諸州の法のも

とでマサチューセッツ企業が組織化されるとい

う〔当時の〕「一般的慣行」を弱めようと努力

し，その法人法典を部分的に修正した。1932

年までには，旧態の，ポスト独立革命期の法人

秩序はまったく完全に消えうせたかのようであ

る。それゆえ，アドルフ・バール Adolf A.

Bearleとガーディナー・ミーンズ Gardiner C.

Meansは，その共著である『現代法人と私有

財産 The Modern Corporation and Private

Property』において，「アメリカ法人は……一

個の機関と化し」，「その特性として国家に類似

している」と言明し，法人が「その所有者に対

してだけでなく，社会全体のために奉仕するこ

と」を，それがまるで「まったくの新しい」発

想であるかのように提案することができたので

ある87）。

アメリカ法人の初期の歴史は，独立革命の意

義およびそれが及ぼした影響について豊かな含

蓄をもっている。それは，幾人かの研究者たち

がこれまで共和主義との関連から論じてきたと

ころの，商業ないし資本主義に対して向けられ

た敵意であったことを示す証拠をほとんど提供

してはいない。ジョージ・ワシントンGeorge

Washingtonといったシビック・ヒューマニス

トの英雄たちは，国の社会・政治的改革と同様
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に経済的改革に熱中するなかで，またそうした

目的―私的な利潤追求を公的福利に利用する

ものでもあった―を実現するための道具とし

て法人を受け入れるなかで，民主的に選任され

た立法府の役職に参画した。さらに，反チャー

ター・ドクトリンが1780年代から1830年代に

かけて実質的に持続していたことは，この時期

に突如強烈で革命的なイデオロギー的移行―

「共和主義」から「自由主義」への移行，ある

いはゴードン・ウッドGordon S. Woodのより

近年の定式化でいうところの「民主主義」への

移行―が生じたとの認識に疑念を投げかけ

る88）。もちろん，この時期に合衆国の社会，経

済，政治は急激にその形を変えた。しかし，

1780年代から19世紀中葉を経て，アメリカ人

たちは1776年という年を自らの歴史における

重大な断絶として振り返り，その当時の理念に

照らして諸革新の意義を判断し，また「共和主

義的」という言葉で称した独立革命期の伝統

〔ないし革命的伝統〕という名のもとに，広範

な層に支持された公民権 franchise―それは

確かに民主主義的論点であった―を求めて闘

った。

独立革命後に現出した新しい社会の構造はま

た，所与の法人の普及とは様相を異にしており，

それは，独立革命から現われた集産主義のもっ

とも重大な形態を表現していた。従来の見方に

したがえば，君主政体の過去をもった統合的で

階層制的な社会は，ジャクソンの時代までに，

私的利害のためだけに働く孤立した個々人から

なる国家に取って代わられた。しかし，次のよ

うに論じることができよう。つまり，アメリカ

人たちは上位者と従属者との間の旧い紐帯を，

新たな社会的じん帯で代替した，と。それは，

平等な市民たちによって，彼ら自らが企画立案

した憲法を通じて，そして法人化の過程を経て

しばしば公的認可を得た自発自主的な結社の内

部において，自発自主的に取り結ばれるじん帯

なのである。その当時の人々にとって，法人の

普及は実質上，アメリカ流の連邦主義が日々の

局所的な結社関係へと下方的に拡張していくこ

とを予兆させるものであった。それゆえ，「政

治システムの全体」が，「政治的，市民的，宗

教的，社会的，経済的といった多種多様な諸法

人から構成」され，国それじたいが「その他す

べてを包括する大法人」なのであった89）。その

ような見方からすれば，十分に構築された法人

は単に一つの分派を体現するだけではなく，あ

る統合的な社会的・政治的システムの構成単位

なのであり，すべては公共善のために働くので

ある。そうして法人は，主権を有する人民の代

理人として行動する州立法府の監督的権威のも

とで手際よく取りまとめられてきた。たとえば，

1784年に，シンシナティ会 the Society of the

Cincinnati は，こういった州支部が何がしか

の立法的権威，あるいはその他何らかの市民的

権威による認可や賛助を得ずして「自己流に創

出された」政治的集団であるとの批判を相殺す

る努力をしつつ，立法による設立認許状を追求

することを提言した。というのも，そうした集

団が「もっぱら立法機関，あるいはコンスティ

テューションにおいて既知のものであるか，ま

た当地の法によって権威づけられるかした，そ

の他諸機関が公的に認知するにふさわしい」公

共の諸問題に関心をもつことはその集団が「政

府内政府〔インペリウム・イン・インペリオ〕」

となることを予期させるものであったからであ

る90）。

初期のアメリカ社会によるこうした再定義は

必然的に，〔アメリカ合衆国の〕州を理解する
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上でいくつかの含意をもたらす。シンシナティ

会に対して浴びせられた政府内政府という非難

は，独立革命期の論議の中心をなすものであっ

た。その時期にアメリカ人はまず，植民地とイ

ギリス連邦との間の調停を試み，次いで州と国

家権威との間の調停を試みた。法人化をめぐる

諸審議の中での政府内政府という論点の反復

は，法人の権威と州の権威との間の調停を追求

するものであったが，それは憲法の設計と法人

認許状の起草との間の連続性をふたたび示唆す

るものでもある。これらはともに，単に地理的

のみならず，新国家の社会的および経済的生活

への浸透という点でも「拡張的」であった「連

合 compound」国家の創出に寄与した。アメリ

カ国家はそれゆえ，たいていのヨーロッパ諸国

に適合する「一元主義的」モデルと決して整合

性をもたず，それに代わって，「国家が『複数

の法人〔からなるもの〕』として考えられる」

ところの「多元主義的」国家として記述されて

きている91）。

とりわけ，アメリカにおける法人の初期の歴

史は，独立革命による制度面の変化の重大性を

示唆するものであり，またそれゆえトマス・ペ

インといった当時の者たちが「統治原理および

実践において」アメリカ人が生み出した「革命」

を強調したこと，そしてチートハムやシュンク

といったより若い世代の者たちが統治の「技」

ないし「科学」を，独立革命がなした貢献とし

て意味づけたことが確認される。実のところ，

ノア・ウェブスターNoah Websterにとって，

まさに革命の定義とは，「統治のコンスティテ

ューションの物質的ないし完全な変化」という

ことに重要性がある92）。アメリカ的な法人の出

現はまた，独立革命期の諸転型が完遂される過

程をも明らかにしている。アメリカ人は彼らが

拒絶した〔植民地の〕過去から，彼らの共和政

体のあり方に適したイギリスの法伝統と法実践

とを回収して利用し，アンゲルとエイムスが形

容したところの「開化的な時代」93）に適合する

ようそれらに部分的修正を加えた。そして，そ

の先駆であったイギリスの事例とは劇的に相違

した結果を早晩に生み出すこととなった独自の

法人発展の軌跡を描き始めたのである。彼らは，

18世紀後半のイングランドにおいてほぼ絶滅

寸前にあった法人を救い出し，その創造力とは

不釣合いの〔少ない〕資源しか持ちえなかった

諸個人に権能を与えるという法人の力能を有効

に活用した。彼らは法人を特権の受取者として

というよりも，むしろ機会の差配者として再創

造し，富の不平等を悪化させる傾向性を制限し，

その潜在的に危険な力に対するチェックを考案

し，より堅固に公共善のために利用しようと試

みたのであった。

善き人々にとって，彼らが本来意図していた

ことが実現される程度はあい異なるであろう。

そして，彼らにとっての現代的法人の妥当性も

また異なるであろう。しかし，独立革命以後の

合衆国において認可されてきた設立認許状は，

ヒュームやスミス，そして革命期フランスの指

導者たちの敵意を刺激したそれ以前の法人とは

疑いなく異なった法人を創出したのであった。

共和主義的なアメリカに適した法人の構築を試

みるなかで，18世紀後半および19世紀初期の

州議員たちは，合衆国の制度的構造の上に法人

を強固に接合した。法人はそれゆえ，アメリカ

独立革命の産物となり，そして良かれ悪しかれ，

独立革命が合衆国の経済的福利と同様に，政治

的・社会的構造に対して与えたその継続的な影

響力を示す証左となった―そしてそれは今も

なおそうでありつづけている。
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（上）の正誤表

171頁：左段組24行目：反派→反チャーター派

172頁：右段組１行目：イングランド法註解→

イングランド法釈義

173頁：左段組15－6行目：ユースフル・マニ

ファクチャ団体→有用工業設置協会，

また著者献辞文中：ホロウィッツ　→

ホーウィッツ，Horowitz→　Horwitz

174頁：左段組29行目：ホロウィッツ→ホーウ

ィッツ，Horowitz→Horwitz
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